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島根原子力発電対策調査特別委員会委員長報告
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去る３月１日の全員協議会において、本委員会に調査依頼のあった、「『島根原

子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定』に係る覚書」に基づく、島

根原子力発電所２号機の再稼働に係る事前了解については、執行部提案のとお

り、再稼働を了解することを了承する旨決しました。

以下、経過及び調査の状況等についてご報告いたします。

まず、３月１日の全員協議会では、執行部から、２号機再稼働について、住民

説明会や安来市原子力発電所環境安全対策協議会での主な質問・意見、知事・３

市長会議での要望事項とそれに対する回答、各種団体等から提出された要望等

について説明があった。

それらを踏まえたうえで、島根原子力発電所２号機の再稼働の必要性や安全

性、原子力防災対策、今後対応すべき事項等について、安来市としての考え方と

ともに、島根原子力発電所２号機の再稼働については、中国電力株式会社及び島

根県に意見を付したうえで、同意したい旨の説明があった。

その後、議員からは、安来市は特殊鋼関連産業をはじめ製造業が基幹産業であ

り、多くの電力が必要であること。また、今後国がデジタル化を推し進めるにあ

たっては更なる電力消費が見込まれるため、安価で安定した電力の供給は、今後

の安来市の持続可能なまちづくりのためには必須の条件であること、更には、脱

炭素、CO２削減等地球温暖化対策の観点からも、安全性の確保を大前提に、島
根２号機の再稼働を容認する意見が多かった。

反面、市民の安全を第一に考えるべき、市民の意見が十分に反映されていない

のではとのことから、再稼働に反対する意見もあった。

これに対し執行部からは「福島第一原発事故の教訓等を踏まえ、重大事故の防

止や重大事故が発生した際の対策等が大幅に強化された新規制基準に基づき、

原子力規制委員会の慎重な審査が行われており、これに適合したことで安全性

は大幅に向上したと考えられる」また、「これまでに住民説明会や安全対策協議

会を開催し意見を伺ってきている」との答弁があった。

様々な意見を受け、島根原子力発電所２号機の再稼働について、本委員会に調

査の依頼があった。

依頼を受け、３月７日、本委員会で委員から意見を求めたところ、現在の電源

構成は化石燃料による火力発電に大きく頼らざるを得ない状況であるが、毎年

日本を含めた世界中で大きな被害をもたらしている災害の要因となる CO２を



多く排出すること、またその原料を海外に依存しているため、価格が国際情勢に

左右されやすいこと、また、再生可能エネルギーについてはその供給が自然条件

に大きく左右され不安定であること等それぞれのデメリットについての意見が

あった。

また、今般ロシアがウクライナの原子力施設を攻撃するという事象が発生し

たことを受け、日本の原子力発電所が武力攻撃を受ける事態を懸念する意見が

あったが、執行部からは、ロシアによる原発への攻撃は国際法違反であり容認で

きないこと、原発を含む国土への武力攻撃に対しては国防として対応すること、

武力攻撃が見込まれる場合は国はあらかじめ原子炉停止等の措置を命じること

ができること、など説明があった。

その他の意見もあったが、再稼働に否定的な意見は無く、将来的には原子力発

電に頼らない電力確保が望ましいとしながらも、現状の電力需要を鑑み再稼働

は容認せざるを得ないとの意見が大半であった。

こうした議論を踏まえ、３月１６日の委員会で意見集約を行った結果、執行部

から示された島根原子力発電所２号機の再稼働に同意する方針については、全

会一致で了承する旨決した。

なお、調査の過程で、委員から出された意見等を踏まえ、安来市からの島根県

への回答に付す意見として、次の事項の追加を求めるものである。

１．中国電力株式会社に求める事項においては、これまで発生した不適切事案へ

の反省等も踏まえ、平常時の運転、施設設備の維持・管理を適切に行うとともに、

緊急時の対応に万全を期すため、要員の十分な確保と教育等による技量の維

持・向上を図るよう強く要請すること。

２．島根県に求める事項においては、原子力発電を支える周辺地域や自治体が地

域住民に対する啓発活動として行う原子力防災や地域振興対策への取り組みに

対する財政支援の拡充、更に、周辺自治体の意見等をしっかり反映する制度の構

築について国に強く要請すること。

併せて、安来市においても、次の取組みを着実に実行されることを求める。

１．中国電力株式会社・県・国のみならず、安来市においても具体的な再生可

能エネルギーの導入に積極的に取り組むこと。

２．市民に対して地域防災計画・住民避難計画の更なる周知徹底を図るととも

に、原子力防災訓練等を通じて避難計画の不断の改善に取り組むこと。

以上、「島根原子力発電所２号機の再稼働について」の委員長報告といたしま

す。


